
2022 年 10 月 5 日 
アフラック 

 

保険料率の改定等について 

 
以下の通り、保険料率の改定等を行いますのでお知らせします。 
 
1. 料率改定等について 
（1）対象商品 

正式名称 販売名称 
終身保険〔低解約払戻金型〕 未来の自分が決める保険ＷＡＹＳ 
こども保険〔2009〕 アフラックの夢みるこどもの学資保険 

   
（2）改定時期 
   2022 年 11 月 2 日契約日以降の契約より改定 
 
（3）代表的な年齢における保険料・戻り率 
  ①未来の自分が決める保険ＷＡＹＳ 

   保険金額：500 万円/保険料払込期間：60 歳払済/個別月払  
契約者

性別 
被保険者 

年齢 
新保険料 

(旧保険料) 
保険料 
新旧差 

新戻り率* 
(旧戻り率) 

戻り率 
新旧差 

男性 

20 歳 
7,280 円 

(8,740 円) 
-1,460 円 

116.3% 
(106.2%) 

+10.1% 

30 歳 
10,235 円 

(12,180 円) 
-1,945 円 

110.3% 
(101.6%) 

+8.7% 

40 歳 
16,315 円 

(20,725 円) 
-4,410 円 

103.8% 
(92.4%) 

+11.4% 

50 歳 
39,575 円 

(43,885 円) 
-4,310 円 

96.8% 
(87.3%) 

+9.5% 

* 保険料払込期間満了直後の解約払戻金の戻り率 

 

  



契約者

性別 
被保険者 

年齢 
新保険料 

(旧保険料) 
保険料 
新旧差 

新戻り率* 
(旧戻り率) 

戻り率 
新旧差 

女性 

20 歳 
6,845 円 

(8,340 円) 
-1,495 円 

117.3% 
(108.1%) 

+9.2% 

30 歳 
9,645 円 

(11,645 円) 
-2,000 円 

111.0% 
(103.2%) 

+7.8% 

40 歳 
15,365 円 

(19,985 円) 
-4,620 円 

104.5% 
(93.8%) 

+10.7% 

50 歳 
38,645 円 

(42,400 円) 
-3,755 円 

97.1% 
(88.4%) 

+8.7% 

* 保険料払込期間満了直後の解約払戻金の戻り率 

 

  ②アフラックの夢みるこどもの学資保険 
保険料払込免除特則あり 
（契約者：30 歳/保険料払込期間：18 歳払済/受取総額 300 万円コース/月払） 

契約者

性別 
子供の 
年齢 

新保険料 
(旧保険料) 

保険料 
新旧差 

新戻り率 
(旧戻り率) 

戻り率 
新旧差 

男性 

0 歳 
13,230 円 

(14,430 円) 
-1,200 円 

104.9% 
(96.2%) 

+8.7% 

1 歳 
14,300 円 

(15,280 円) 
-980 円 

102.8% 
(96.2%) 

+6.6% 

2 歳 
15,470 円 

(16,230 円) 
-760 円 

101.0% 
(96.2%) 

+4.8% 

女性 

0 歳 
13,180 円 

(14,380 円) 
-1,200 円 

105.3% 
(96.5%) 

+8.8% 

1 歳 
14,250 円 

(15,230 円) 
-980 円 

103.1% 
(96.5%) 

+6.6% 

2 歳 
15,430 円 

(16,180 円) 
-750 円 

101.2% 
(96.5%) 

+4.7% 

  
  



保険料払込免除特則なし 
（保険料払込期間：18 歳払済/受取総額 300 万円コース/月払） 

契約者

性別 
子供の 
年齢 

新保険料 戻り率 

男女 
共通 

0 歳 13,060 円 106.3% 
1 歳 14,140 円 104.0% 
2 歳 15,320 円 101.9% 

    ※「保険料払込免除特則なし」は、2017 年 1 月 2 日契約日以降販売を停止していましたが、 

今回の改定にて販売を再開します 
 
 

2. 終身特約の一部販売限度額の変更について 
医療保険に付加する終身特約（終身特約〔低解約払戻金〕）の一部の保険料払込 

期間において販売限度額の変更を行います。 
 

（1）適用開始日 
申込日・告知日・領収日のいずれか早い日が 2022 年 10 月 31 日以降となる 
契約より変更 

 
（2）販売限度額（保障額） 

保険料払込期間 変更後の販売限度額 
終身払 

2 年払済 
5 年払済 

変更なし 

10 年払済 
60 歳払済 
65 歳払済 

150 万円 

 
以上 


